
くらしのインフォメーション 弁護士・社会福祉士による
無料の「借金の悩み夜間相談会」
　借金の返済や債務整理などで困って
いる人のため、法律と福祉の専門家に
よる相談会を開催します。日中仕事な
どで都合がつかない人は、この機会に
相談してください。
日時／５月24日（水）　午後６時～８時
30分　※要予約、先着順で１人50分。
場所／市役所

旭市消費生活センター（☎62-80 
19）

ふるさと納税返礼品
提供事業者を募集します
　ふるさと納税（寄付金）制度による寄
付者への返礼品で、特産品のＰＲや地
域経済の活性化を図るため、返礼品の
提供事業者を募集します。
返礼品の要件／●市内で生産・製造・
加工されている商品（食品、花木、装
飾品など）　●市内で提供されるサー
ビス（食事、宿泊、サーフィン体験など）

企画政策課政策推進班（☎62-53 
82）

設置費用を助成
住宅用火災警報器
　住宅火災から命を守るため、住宅用
火災警報器を設置した場合に、要した
費用の一部を助成します。
対象／市内に住所があり、世帯の全員
が75歳以上の世帯
助成額／購入や設置にかかる費用の２
分の１以内、5,000円まで　※１世帯
につき１回限り。
申し込み方法／購入や設置の前に、消
防本部や消防署、海上・飯岡・干潟分
署にある申請書に必要事項を記入し、
消防本部に提出してください。

消防本部予防課（☎63-5356）

鎌数工業団地内で
カラスなどを駆除
　鎌数工業団地内で、銃器を使ったカ
ラスなどの駆除を行います。事故防止
には万全を期しますが、実施期間中は
注意してください。
期間／５月中旬～令和６年３月末まで
の日曜日（日の出後の約２時間）
問商工観光課商工労政班（☎62-5874）
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　消費者は事業者に比べて情報量や交渉力に差があるた
め、商品やサービスを選ぶときや契約後にトラブルに
なってしまうことがあります。
　消費生活センターでは、消費者が適正に商品を選ぶこ
とができ、被害に遭ったときには救済されるよう、相談
に来た人を支援する仕事をしています。

相談の受け付け・対応（助言・交渉・紹介）
　消費生活センターでは、消費生活の専門の資格を持つ
相談員が、悪質商法や架空請求、インターネット関連の
トラブル、借金返済に関する悩みなどの相談に対応して
います。
　相談は電話や面談で受け付け、相談内容から解決に向
けた方法を検討し、助言や事業者との交渉を行っていま
す。弁護士など、さまざまな専門機関を紹介することも
できます。
　６・９・12・３月の第２土曜日は、週末消費生活セ
ンターを開設しています。仕事などで平日に相談できな
い人は活用してください。
相談は無料で秘密は守られます
　誰でも、人に自分の悩みを相談することは、勇気がい
ることです。相談員は相談者の立場に立ち、じっくり話
を聞きますので、安心して相談してください。個人情報

が外部に漏れることはありません。費用は無料で、何度
でも相談できます。
出前講座の開催やトラブル事例の情報提供
　相談員や市の職員が地域へ出向いて、最新の相談事例
やトラブルを防ぐポイントを紹介しています。さまざま
な啓発リーフレットを配布するなど、消費者問題の情報
提供も行っています。「消費者問題の最新情報が知りた
い」「出前講座を頼みたい」というときは問い合わせてく
ださい。
場所／市役所２階　旭市消費生活センター
相談時間／午前９時～正午、午後１時～４時　※土・日
曜日、祝日、年末年始を除く。

旭市消費生活センター（☎63-7272）・相談直通電話
（☎62-8019）

消費生活センターに相談してみましょう

民生委員・児童委員は
地域の身近な相談相手です
　民生委員・児童委員は生活上の心配
事や困り事などの相談に応じ、必要な
支援や、適切な機関への橋渡しをする

「つなぎ役」を担っています。
　市内では141人の民生委員・児童委
員が、地域の身近な相談相手として活
躍しています。秘密は守られますので、
安心して相談ください。
問社会福祉課社会班（☎62-5317）

所得超過により児童手当を
受給していない人は再申請が必要です
　令和４年度所得（令和３年中の収入）
が、所得上限限度額以上だったため児
童手当を受給されていない人で、令和
５年度所得（令和４年中の収入）が所得
上限限度額を下回ると、令和５年６月
分（10月支給）から児童手当を受給でき
る場合があります。該当する人は、５
月末までに申請が必要です。くわしく
はホームページで確認してください。

子育て支援課子育て支援班（☎62-
8012）
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